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福井県建設工事等競争入札参加者資格審査事務処理要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等（平成１０年福井

県告示第７４９号。以下「告示」という。）１４の規定に基づき、資格審査に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （入札参加資格の認定） 

第２条 競争入札参加資格（以下「資格」という。）の認定は、福井県発注建設工事等入札参加

資格審査会の審査を経て行うものとする。 

 

 （資格審査申請者が有すべき営業所等） 

第３条 告示３⑹アに規定する「独立した営業所」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。 

⑴ 営業所への入口が他の有資格者の営業所と同一でないこと（ビルのワンフロアを複数の有

資格者が使用する場合にあっては、当該営業所の入口が同一でないこと。）。 

⑵ 同一のフロアを複数の有資格者が使用する場合にあっては、次に掲げる要件を満たす間仕

切り等で区別されていること。 

ア 天井までの高さがあること。 

イ 他の有資格者の営業所で行われる会話を容易に聞き取ることができない構造であること。 

ウ 容易に移動させることができないものであること。 

⑶ 入札契約手続に使用する電話、ファクシミリ装置およびパーソナルコンピュータを他の有

資格者と共用していないこと。 

⑷ 法の規定により備え置くべき書類その他建設業の事業に関する書類が他の有資格者の書類

と混同していないこと。 

⑸ 建設業の事業に関する業務に従事する者が当該業務を行うための机その他の什器および設

備を他の有資格者と共用していないこと。 

２ 告示３⑹イに規定する「競争入札に関する業務に従事する者」とは、建設業法（昭和２４年

法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１項の許可に係る代表者をいうものとする。 

３ 前項の規定は、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第１号に掲げる

事業協同組合の代表者には適用しない。 

 

 （知事が別に定める資格審査の申請期間） 

第４条 告示４⑵に規定する知事が別に定める期間は、次の表のとおりとする。 

種類 申請することができる期間 審査基準日 摘要 

建設工事 

毎年度の 5 月１日から 5 月 31日まで 申請期間が属する年度の前年度の

1 月 1 日 

県内業者 

毎年度の 8 月１日から 8 月 31日まで 申請期間が属する年度の 4 月 1 日 県内業者および

県外業者 

毎年度の 11月 1 日から 11 月 30 日ま

で 

申請期間が属する年度の 7 月 1 日 県内業者 

平成 23 年度および同年度から隔年度

のごとの 2 月 1 日から 2 月 28日まで 

申請期間が属する年度の 10月 1 日 県内業者および

県外業者 

測量業務等

および道路

清掃業務 

毎年度の 5 月１日から 5 月 31日まで 申請期間が属する年度の前年度の

1 月 1 日 

県内業者 

毎年度の 8 月１日から 8 月 31日まで 申請期間が属する年度の 4 月 1 日 県内業者および

県外業者 
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毎年度の 11月 1 日から 11 月 30 日ま

で 

申請期間が属する年度の 7 月 1 日 県内業者 

平成 24 年度および同年度から隔年度

のごとの 2 月 1 日から 2 月 28日まで 

申請期間が属する年度の 10月 1 日 県内業者および

県外業者 

２ 前項の規定にかかわらず、県内建設業者（県内に主たる営業所を有する建設業者（以下「県

内建設業者」という。）または県内企業体（県内に主たる営業所を有する建設業者で構成された

経常建設共同企業体（以下「県内企業体」という。）もしくは県内企業体の構成員が告示 12⑴の

規定により資格を取り消された業種については、告示４⑵の規定による資格審査の申請をする

ことができない。 

３ 経常建設共同企業体および経常建設共同企業体の構成員に係る告示４⑵の規定による資格審

査の申請の取扱いについては、次に掲げるところによる。 

⑴ 資格を有すると決定された建設業者により結成された経常建設共同企業体にあっては、当

該建設業者の資格が有効となった日から９か月を経過した日以降において、当該経常建設共

同企業体を構成する建設業者が資格を有している同一の種類の建設工事に係る資格審査の申

請をすることができるものとする。この場合においては、当該経常建設共同企業体の入札参

加資格を決定し、有効とすると同時に、当該経常建設共同企業体を構成する建設業者が有し

ている同一の種類の建設工事に係る入札参加資格を取り消すものとする。 

⑵ 資格を有すると決定された経常建設共同企業体を構成する建設業者にあっては、当該経常

建設共同企業体の資格が有効となった日から９か月を経過した日以降において、当該経常建

設共同企業体が資格を有する同一の種類の建設工事に係る資格審査の申請（別の経常建設共

同企業体を結成して行う資格審査の申請を含む。）をすることができるものとする。この場合

においては、経常建設共同企業体を構成する建設業者または当該建設業者が結成する別の経

常建設共同企業体の資格を決定し、有効とすると同時に、当該経常建設共同企業体の有する

同一の種類の建設工事に係る資格を取り消すものとする。 

 

 （算定基準） 

第５条 建設工事に係る資格の認定および格付けは、共通項目点数と特別項目点数を合計した総

合点数を基準とする。ただし、次に掲げる場合には、特別項目点数を算定しない。 

⑴  県内建設業者の資格のうち、告示６（３）アからカまでに掲げる建設工事の種類以外の

建設工事の種類に係る資格の認定 

⑵ 県外に主たる営業所（法第３条第１項の営業所のうち同項の許可に係る営業所をいう。）

を有する建設業者（以下「県外業者」という。）に係る資格の認定 

⑶ 構成員のいずれかが県外業者である経常建設共同企業体（以下「県外企業体」という。）

に係る資格の認定 

 

 （共通項目点数） 

第６条 共通項目点数は、法第２７条の２９の規定に基づく、告示４(1)および(2)に定める期間

の末日の前１年７ヶ月以内に終了する直前の決算日を基準とする総合評定値とする。 

 

 （特別項目点数） 

第７条 特別項目点数は、告示６⑴に掲げる項目ごとに下表に掲げる方法で算出した各点数（１

未満の端数があるときは、四捨五入する。）の和とする。 
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分
野 項目 算定方法 対象 

 ⑴ 工事成績 

 審査基準日の直前２年間に完成検査が行われた県発注工事に係る工

事成績評点要領第９条第２項に定める総評点またはその平均点に基づ

き、共通項目点数に別表１に掲げる割合を乗じて得た数を加減点する。 

該当業種 

技
術
力 

⑵ 優良工事表

彰等 

ア 審査基準日の直前２年間において、次に掲げる表彰を受けた者につ

いて、次のとおり加点する。ただし、複数の表彰を受けている場合で

あっても重複して加点しない。 

(ｱ) 「福井県優良工事等事業者表彰要綱」の規定に基づき、優秀賞ま

たは特別賞の表彰を受けた者にあっては、共通項目点数に 3/100 を

乗じて得た数を加点する。 

(ｲ) 「福井県優良工事等事業者表彰要綱」の規定に基づき優良賞の

表彰を受けた者（(ｱ)に該当しない者に限る。）にあっては、共通項

目点数に 2/100 を乗じて得た数を加点する。 

(ｳ) 県の出先機関の優良工事表彰を受けた者（(ｱ)および(ｲ)に該当

しない者に限る。）にあっては、共通項目点数に 1/100 を乗じて得

た数を加点する。 

該当業種 

（特別賞は、

全業種） 

イ 審査基準日の直前２年間において、福井県内で施工した公共工事

（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年

法律第 127 号）第 2 条第 2 項に規定する公共工事をいう。以下同じ。）

に関して、当該公共工事の発注者から優良工事表彰を受けた者につい

て、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加点する。ただし、複数

の表彰を受けている場合であっても重複して加点しない。 

ウ 審査基準日の直前２年間において、福井県内で施工した公共工事に

関して、厚生労働大臣または都道府県労働局長から労働安全衛生に係

る表彰を受けた者について、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を

加点する。ただし、複数の表彰を受けている場合であっても重複して

加点しない。 

該当業種 

⑶ 安全管理措

置の不適切に

基づく指名停

止措置 

 審査基準日の直前２年間において、「福井県工事等契約に係る指名停

止等の措置要領」（以下「停止要領」という。）別表第１第５号から第８

号までの規定に基づく警告、注意または指名停止（以下「指名停止等」

という。）の措置を受けた者について、当該措置１件につき共通項目点数

に別表２に掲げる割合を乗じて得た数を減点する。 

全業種 

⑷ 安全衛生活

動計画等（ア

またはイのい

ずれかについ

てのみ加点す

る。） 

ア 審査基準日の前日の属する年度において、安全衛生活動計画表を作

成し、労働基準監督署に届出をした者について、共通項目点数に 1/100

を乗じて得た数を加点する。 

イ 審査基準日において、建設業労働安全衛生マネジメントシステム

（ＣＯＨＳＭＳ）またはＩＳＯ４５００１の認定を受けた者につい

て、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加点する。 

全業種 
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⑸ 施工能力 

ア 告示別表第１第１号⑴アの通知書（以下「経営事項通知書」という。）

に記載された技術職員の数に基づき、共通項目点数に別表３に掲げる

算定式により得た割合を乗じて得た数（15/100 を上限とする。）を加

点する。 

イ アに規定する技術職員（その他技術者を除く。）のうち、審査基準日

において年齢４０歳未満の者について、当該技術職員１人につき共通

項目点数に 1/200 を乗じて得た数（3/100 を上限とする。）を加点す

る。 

ウ アに規定する技術職員（その他技術者を除く。）のうち、女性技術者

の人数について、共通項目点数に別表４に掲げる割合を乗じて得た数

を加点する。 

エ 審査基準日前１年以内に終了する事業年度に係る貸借対照表に記

載された機械・運搬具の資産の金額（法人にあっては、減価償却累計

額を控除した後の金額）に基づき、共通項目点数に別表５に掲げる割

合を乗じて得た数を加点する。 

該当業種 

（エについ

ては、全業

種） 

技
術
力 

⑹ ICT の推進 

審査基準日において、国土交通省のＩＣＴ建設機械等認定制度に登

録されたＩＣＴ建設機械またはＩＣＴ装置群を所有またはリースし

ている場合は、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加点する。 

全業種 

経
営
力 

⑺ 経営状況 

ア 経営事項通知書に記載された評点（Ｙ）の数値に基づき、共通項目

点数に別表６に掲げる割合を乗じて得た数を加点する。 

イ 経営事項通知書に記載された評点（Ｘ２）の数値が 454 点である場

合には、共通項目点数に 2/100 を乗じて得た数を減点する。 

全業種 

経
営
力 

⑻ 経営基盤強

化（アからオま

でを通じて加点

することができ

る割合の上限

は、6/100 とす

る。） 

ア ２以上の個人による会社の設立、会社の合併または営業の譲り受け

（以下「合併等」という。）を行った者で土木部長が別に定めるもの

について、合併等を行った日から起算して５年を経過する日までの

間、共通項目点数に 5/100 を乗じて得た数を加点する。 

該当業種 

イ 経常建設共同企業体で土木部長が別に定めるものについて、共通項

目点数に 5/100 を乗じて得た数を加点する。 

ウ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第 185 号）の規

定に基づく協業組合で土木部長が別に定めるものについて、共通項目

点数に 5/100 を乗じて得た数を加点する。 

エ 審査基準日の直前２年間に「新事業チャレンジステップアップ事業

助成金交付要領」に基づく新事業チャレンジステップアップ事業助成

金の交付を受けた者について、共通項目点数に 5/100 を乗じて得た数

を加点する。 

オ 資格審査の申請期間の末日において、「「ふくい DX 推進宣言企業」登

録制度実施要綱」に基づき、県の「ふくい DX 推進宣言企業」に登録し

ている者について、共通項目に 1/100 を乗じて得た数を加点する。 

全業種 

信
頼
性 

⑼ 不正行為等

に基づく指名

停止措置等 

 審査基準日の直前２年間において、停止要領に基づく指名停止等

（⑶に係るものを除く。）の措置を受けた者について、当該措置１件に

つき、共通項目点数に別表７に掲げる割合を乗じて得た数を減点す

る。 

全業種 
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⑽ 監督処分 

 審査基準日の直前２年間において、法第２８条または第２９条の規定

に基づく指示もしくは営業停止または許可の取消しの処分（以下「監督

処分」という。）を受けた者について、当該処分１件につき、共通項目点

数に別表８に掲げる割合を乗じて得た数を減点する。 

全業種 

社
会
性 

⑾ 女性活躍支

援 

資格審査の申請期間の末日において、「「ふくい女性活躍推進企業」登

録制度実施要綱」に基づきふくい女性活躍推進企業プラス＋に登録され

ている者について、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加点する。 

全業種 

⑿ 障害者雇用 

審査基準日の前日の属する年度において、障害者の雇用の促進等に

関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）の規定による障害者雇用調整

金・報奨金の支給を受けている者について、共通項目点数に 1/100 を

乗じて得た数を加点する。 

全業種 

⒀ 保護観察対

象者等雇用

（アまたはイ

のいずれかに

ついてのみ加

点する。） 

ア 審査基準日の直前２年間において、更生保護法第４８条に規定す

る保護観察対象者または同法第８５条に規定する更生緊急保護の法

定期間中の者を３か月以上雇用した者について、共通項目点数に 1/1

00 を乗じて得た数を加点する。 

イ 審査基準日において、保護観察所の協力雇用主に登録している者

について、共通項目点数に 0.5/100 を乗じて得た数を加点する。 

全業種 

⒁ 建設業従事

者雇用（アか

らイまでを通

じて加点する

ことができる

割合の上限

は、3/100 と

する。） 

ア 審査基準日において自社で６か月以上引き続き雇用する建設業従

事者（⑸アで加点評価を受けた技術者を除く。）の人数について、共

通項目点数に別表９に掲げる割合を乗じて得た数を加点する。 

イ アに規定する建設業従事者のうち、学校教育法に定める学校又は

専修学校の新規学卒者（卒業してから翌年の３月３１日までの者）

を、令和４年４月２日から令和６年４月１日までの間に採用してい

る者について、共通項目点数に 1/100 を乗じた数を加点する。 

全業種 

ウ 資格審査の申請期間の末日において、建設キャリアアップシステ

ムに事業者登録をしている者について、共通項目点数に１/100 を乗

じて得た数を加点する 

全業種 

⒂ 就業体制 

次のいずれかの休業制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届

出ている者について、次のとおり加点する。 

(ｱ) 4 週 8 休または年間休日 120 日以上を規定する者については、

共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加点する。 

(ｲ) 完全週休二日制を規定する者については、共通項目点数に 2/100

を乗じて得た数を加点する。 

全業種 

⒃ 次世代育成

雇用環境整備

（アからウに

ついては、い

ずれかについ

てのみ加点す

る。） 

ア 資格審査の申請期間の末日において、次世代育成支援対策推進法第

12 条の規定に基づき一般事業主行動計画を策定しその旨を労働局に

届け出ている者にあっては共通項目点数に 1/100 を加点し、同法第

13 条の規定に基づき認定を受けている者にあってはさらに共通項目

点数に 1/100 を乗じて得た数を加点する。 

イ 資格審査の申請期間の末日において、「父親子育て応援企業登録実

施要綱」に基づき県の父親子育て応援企業に登録されている者につい

て、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加点する。 

ウ 資格審査の申請期間の末日において、「ふく育応援団「従業員応援企

業」登録規約」に基づき、ふく育応援団「従業員応援企業」に登録し

ている者について、共通項目点数に 1/100を乗じて得た数を加点する。 

全業種 
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エ 審査基準日の直前２年間において、次のいずれかに該当する者に

ついて、次のとおり加点する。ただし、(ｱ)または(ｲ)はいずれかに

ついてのみ加点する。 

(ｱ) 育児休業を 1 か月以上 6か月未満取得した従事者を雇用してい

る者について、共通項目点数に 0.5/100 を乗じて得た数を加点す

る。 

(ｲ) 育児休業を 6 か月以上取得した従事者を雇用している者につい

て、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加点する。 

(ｳ) 上記(ｱ)または(ｲ)を男性従事者が満たす場合は共通項目点数に

0.5/100 を乗じて得た数を加点する。 

全業種 

社

会

性 

⒄ 緊急災害時

等における貢

献度 

ア 資格審査の申請期間の末日において、災害協定を締結している者 

1/100 

土木一式工

事および電

気工事 

イ 審査基準日の属する年度またはその前年度において、県または県内

の市町と除雪作業に係る契約（土木部長が適当と認めるものに限る。）

を締結している者 3/100 

ウ イに規定する除雪契約を審査基準日の属する年度において県と締

結している者のうち、当該契約に係る除雪作業を自社で所有しまたは

リース保有する除雪用機械（土木部長が適当と認めるものに限る。）で

行う者 2/100 

土木一式 

工事 

エ 資格審査の申請期間の末日において、消防団協力事業所表示証を取

得している者（主たる営業所について所得している場合に限る。） 

1/100 

全業種 

⒅ 持続可能な

地域・社会づ

くり 

資格審査の申請期間の末日において、「ふくいＳＤＧｓパートナー

登録制度実施要綱」に基づき、県の「ふくいＳＧＤｓパートナー」に

登録している者について、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加

点する。 

全業種 

⒆ 福井県知事

表彰 

審査基準日の直前 2 年間において、福井県優良工事表彰を除く福井

県の知事表彰を受けた者または知事表彰を受けた個人を雇用してい

る者について、共通項目点数に 0.5/100 を乗じて得た数を加点する。 

 

全業種 

 

 （資格の認定および格付けの基準点） 

第８条 資格の認定および格付けは、第５条の規定により算定された総合点数および別に定める

基準点に基づいて業種ごとに決定するものとする。 

 

 （県内業者の資格の認定および格付け） 

第９条 県内建設業者の資格の認定および格付けは、前条の規定にかかわらず、次のとおりとし、

土木一式工事および建築一式工事においては、下記に加え、別に定める技術者要件に基づいて

業種ごとに決定するものとする。 

 ⑴ 資格の適用開始の日の直前２年間において、業種について、資格者名簿に登載されなかっ

た者（以下「新規業者」という。）は、前条に定める基準点に基づく格付けの一等級下位の格

付けを行う。ただし、最下級の格付けの基準点を有するものについては、最下級の格付けを

行う。 

 ⑵ 審査基準日の直前２年間において停止要領別表第２各号に基づく指名停止措置を受けた者

については、資格審査申請時において資格者名簿に登載されている格付けよりも上位等級の
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格付けはしない。また、資格審査申請時において資格者名簿に登載されている業種以外の業

種については、資格を認定しない。 

 ⑶ 次のアからオまでに掲げる業種については、次の事項のいずれかを満たしていない場合に

はＡ等級に格付けしない。 

  ア 土木一式工事 

   (ｱ) 特定建設業許可を有していること。 

   (ｲ) 直前２回の格付けがＡ等級またはＢ等級のいずれかであること。 

  イ 建築一式工事 

   (ｱ) 特定建設業許可を有していること。 

   (ｲ) 直前２回の格付けがＡ等級またはＢ等級のいずれかであること。 

   (ｳ) 審査基準日の直前４年の事業年度において、一件７千万円以上の元請工事を施工した

実績を有すること。   

  ウ 電気工事 

    直前２回の格付けがＡ等級またはＢ等級のいずれかであること。 

  エ 管工事および鋼構造物工事 

   (ｱ) 特定建設業許可を有していること。 

   (ｲ) 直前２回の格付けがＡ等級またはＢ等級のいずれかであること。 

  オ 舗装工事 

   (ｱ) 特定建設業許可を有していること。 

   (ｲ) 直前２回の資格者名簿に登載されていること。 

   (ｳ) 次の建設機械をすべて所有（リース期間が資格の有効期間の末日以降に及ぶもので、

中途に解約することが禁止されているものを含む。以下同じ。）していること。 

    ａ 舗装幅（伸長時）が３．３ｍ以上のアスファルトフィニシャー 

    ｂ 車輌の重量が８ｔ以上のタイヤローラー 

    ｃ 車輌の重量が１０ｔ以上のマカダムローラー  

 ⑷ 資格の適用開始の日の直前２年間において資格者名簿に登載された者が、資格者名簿に登

載された格付けの基準点を満たさないときは、当該格付けの１等級下位に格付けする。 

 ⑸ 格付けを行わない業種については、入札の適正な執行を図るため、審査基準日の直前２年

の事業年度において当該業種に係る施工実績がある場合には、必要に応じて資格を認定する

ものとする。 

 ⑹ 前各号の規定にかかわらず、業種について、経営事項通知書に係る２年平均または３年平

均の年間平均完成工事高が５００万円未満である新規業者は、資格を認定しない。 

 ⑺ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合については、

前各号の規定のほか、別に定める特例措置に基づき決定することができる。 

２ 県内企業体の資格の認定および格付けは、前条の規定にかかわらず、次のとおりとし、土木

一式工事および建築一式工事においては、下記に加え、別に定める技術者要件に基づいて業種

ごとに決定するものとする。  

 ⑴ 当該県内企業体の構成員（以下「構成員」という。）のいずれかが新規業者である場合には、

前条に定める基準点に基づく格付けの一等級下位の格付けを行う。ただし、最下級の格付け

の基準点を有するものについては、最下級の格付けを行う。 

 ⑵ 構成員のいずれかが、審査基準日の直前２年間において停止要領別表第２各号に基づく指

名停止措置を受けている場合には、資格審査申請時において資格者名簿に登載されている格

付けよりも上位等級の格付けはしない。また、資格審査申請時において資格者名簿に登載さ

れている業種以外の業種については、資格を認定しない。 

 ⑶ 次のアからオまでに掲げる業種については、次のいずれかを満たしていない場合にはＡ等

級に格付けしない。 

  ア 土木一式工事 



8 

   (ｱ) 構成員のいずれかが特定建設業許可を有していること。 

   (ｲ) 当該県内企業体（当該構成員を含む別の県内企業体を含む。以下この号において同じ。）

または構成員のいずれかの直前２回の格付けがＡ等級またはＢ等級のいずれかであるこ

と。 

  イ 建築一式工事 

   (ｱ) 構成員のいずれかが特定建設業許可を有していること。 

   (ｲ) 当該県内企業体または構成員のいずれかの直前２回の格付けがＡ等級またはＢ等級

のいずれかであること。 

   (ｳ) 当該県内企業体または構成員のいずれかが、審査基準日の直前４年の事業年度におい

て、一件７千万円以上の元請工事を施工した実績を有すること。    

  ウ 電気工事 

    当該県内企業体または構成員のいずれかの直前２回の格付けがＡ等級またはＢ等級のい

ずれかであること。 

  エ 管工事および鋼構造物工事 

   (ｱ) 構成員のいずれかが特定建設業許可を有していること。 

   (ｲ) 当該県内企業体または構成員のいずれかの直前２回の格付けがＡ等級またはＢ等級

のいずれかであること。 

  オ 舗装工事 

   (ｱ) 構成員のいずれかが特定建設業許可を有していること。 

   (ｲ) 当該県内企業体または構成員のいずれかが直前２回の資格者名簿に登載されている

こと。 

   (ｳ) 当該企業体の構成員のいずれかで、次の建設機械をすべて所有していること。 

    ａ 舗装幅（伸長時）が３．３ｍ以上のアスファルトフィニシャー 

    ｂ 車輌の重量が８ｔ以上のタイヤローラー 

    ｃ 車輌の重量が１０ｔ以上のマカダムローラー  

⑷ 前各号の規定による格付けをした場合において、当該格付けが構成員のうち最も上位の等

級未満の格付けとなるときは、当該県内共同企業体の資格を認定しない。 

⑸ 第１号から第４号までの規定にかかわらず、業種について、当該企業体の構成員のいずれ

かが経営事項通知書に係る２年平均または３年平均の年間平均完成工事高が５００万円未満

である新規業者であるときは、資格を認定しない。 

 

 （県内業者の格付けの変更） 

第１０条 Ａ等級、Ｂ等級またはＣ等級に格付けされた県内業者が前条の別に定める技術者要件、

第１項第３号および第２項第３号に規定する事項のいずれかを満たさなくなった場合には、

当該業者の格付けを取り消し、当該等級の１等級下位の格付けを新たに行う。 

２ 前項に規定する格付けの変更について必要な事項は、別に定める。 

 

 （資格者が備えるべき営業所の要件） 

第１１条 告示１２⑵オに規定する福井県が発注する建設工事の請負契約の受注者が備えるべき

営業所の要件として知事が定めるものは、次のとおりとする。 

⑴ 容易に移動することができないよう基礎に固定されていること。 

⑵ 屋外の公衆が見やすい場所および営業所の出入口付近に商号または屋号を記載した視認性

の高い看板（建設業法施行規則に定める建設業者が営業所に掲げる標識程度の大きさとす

る。）を掲げていること。 

⑶ 建設業法第４０条に規定する標識を公衆の見やすい場所に適法に掲示していること。 

⑷ 当該入札参加資格者が公益事業者（電気・ガス・水道等公共サービス提供業者）と供給契

約を締結して電気、ガス、水道等の供給を受けていること、または同等とみなされる環境に
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あること。 

⑸ 接客、契約、執務等の営業を行うための十分なスペースがあること。 

⑹ 接客、契約、執務等の営業を行うために必要な机、椅子等の備品を備えていること。 

⑺ 不適切な転送を行っていない営業所専用の固定電話（ＩＰ電話を除く。）を備えているこ

と。 

⑻ 入札契約手続きに使用するパソコンを備え、かつ、県の電子入札サービスシステムに接続

できること。 

⑼ 建設業法第４０条の３に規定する帳簿および書類を保存するための書類棚等を他の入札

参加資格者と共用していないこと。 

⑽ 前号の帳簿および下請契約に係る請負代金の支払いを適正に行っていることがわかる書

類を適切に保存していること。 

⑾ 契約用の印鑑を適切に保管していること。 

⑿ 電子入札用ＩＣカードを適切に保管していること。 

⒀ 経営業務管理責任者および専任技術者の常勤性が確認できること。 

２ 次に掲げる場合には、前項に規定する営業所の要件を満たしていることが確認できなかった

ものとみなし、入札参加資格を停止する。 

 ⑴ 代表者、経営業務管理責任者、営業所専任技術者その他建設業の営業に関して責任を有す

る者が不在のため、２回以上連続して営業所実態調査を実施できなかった場合に発出する勧

告書に対し、所定の期限までに報告がないとき。 

 ⑵ 前号に規定する者が所在しているにもかかわらず、営業所実態調査を拒否したとき。 

 

 （資格停止となる総評点等） 

第１２条 告示１２⑵カに規定する別に定める数値（指名停止措置を受けたことを理由に減点さ

れている場合は、当該減点分を加点した数値）は、５９とする。 

２ 告示１２⑵カに規定する別に定める期間は、総評点の通知を受けた日が属する次の各号に掲げる

期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から３か月を経過する日までとする。 

⑴ ４月１日から６月３０日までの間 当該年の１０月１日 

⑵ ７月１日から９月３０日までの間 翌年の１月１日 

⑶ １０月１日から１２月３１日までの間 翌年の４月１日 

⑷ １月１日から３月３１日までの間 当該年の７月１日 

 

 （その他） 

第１３条 この要領に定めのない事項については、土木部長が別に定めるものとする。 

  附 則 

この要領は、平成２８年１１月１日から施行し、改正後の規定は、平成２８年度を基準年度とする

資格審査から適用する。 

  附 則 

１ この要領は、平成３０年１０月１９日から施行する。 

２ 改正後の第７条(4)、(13)イ、(15)および(16)エの規定は、平成３０年度を基準年度とする資格

審査から適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、平成２９・３０年度の資格審査については、なお従前の例による。 

  附 則 

１ この要領は、令和元年５月１日から施行し、令和元年・２年度福井県建設工事等競争入札参加資

格審査の格付けの基準点は、令和元年・２年度資格審査の資格の認定および格付けに適用する。 

附 則 

１ この要領は、令和２年１０月１９日から施行する。 

２ 改正後の第７条(14)イ、(18)の規定は、令和２年度を基準年度とする資格審査から適用する。 
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３ 改正後の第７条（17）オの規定において、令和２年度を基準年度とする資格審査に限り下記の通り

適用する。（土木一式工事において、ア、イのいずれかについてのみ加点する） 

 ア 平成３０年豪雪で県除雪に従事した者について、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数を加点

する。 

 イ 平成３０年豪雪で広域除雪に従事した者について、共通項目点数に 2/100を乗じて得た数を加

点する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、令和元・２年度の資格審査については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和３年５月１日から施行し、令和３・４年度福井県建設工事等競争入札参加資格

審査の格付けの基準点は、令和３・４年度資格審査の資格の認定および格付けに適用する。 

附 則 

１ この要領は、令和４年９月２２日から施行する。 

２ 改正後の第７条(14)イ、(18)の規定は、令和４年度を基準年度とする資格審査から適用する。 

３ 改正後の第７条(17)オの規定において、令和４年度を基準年度とする資格審査に限り下記の通り

適用する。（土木一式において加点する。） 

  ⑴ 令和３年１月大雪において、次のいずれかに該当する者について、次のとおり加点する。た

だし、アまたはイのいずれかについてのみ加点する。 

   ア 令和３年１月大雪で県除雪に従事した者について、共通項目点数に 1/100 を乗じて得た数

を加点する。 

   イ 令和３年１月大雪で広域除雪に従事した者について、共通項目点数に 2/100 を乗じて得た

数を加点する。 

  ⑵ 令和４年８月大雨において、次のいずれかに該当する者について、次のとおり加点する。た 

だし、アまたはイのいずれかについてのみ加点する。 

   ア 令和４年８月大雨で県応急復旧工事に従事した者について、共通項目点数に 1/100 を乗じ

て得た数を加点する。 

   イ 令和４年８月大雨で管内を越えて県応急復旧工事に従事した者について、共通項目点数に

2/100 を乗じて得た数を加点する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、令和３・４年度の資格審査については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和６年１１月１日から施行する。 

２ 改正後の第７条(６)、(15)イ、(16)(ウ)、(19)の規定は、令和６年度を基準年度とする資格審査か

ら適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、令和５・６年度の資格審査については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和７年５月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の規定は、令和８年度を基準年度とする資格審査から適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、令和７・８年度の資格審査については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和７年１１月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の規定は、令和８年度を基準年度とする資格審査から適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、令和７・８年度の資格審査については、なお従前の例による。 
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別表１ 

工事成績の内容 
完成検査が行われ 

た県発注工事の数 
乗じる割合 

加減点 

の別 

総評点の平均点が８２点以上の場合 
１ ５／１００ 

加点 

２以上 １０／１００ 

総評点の平均点が８０点以上８２点未満の場合 
１ ４／１００ 

２以上 ８／１００ 

総評点の平均点が７８点以上８０点未満の場合 
１ ３／１００ 

２以上 ６／１００ 

総評点の平均点が７６点以上７８点未満の場合 
１ ２／１００ 

２以上 ４／１００ 

総評点の平均点が７４点以上７６点未満の場合 
１ １／１００ 

２以上 ２／１００ 

総評点の平均点にかかわらず、総評点が６０点未満の工事がある場合 ５／１００ 減点 

 （注）平均点に小数点以下の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。 

 

 

別表２ 

指名停止等措置の内容 乗じる割合 

文書注意 １／１００ 

指名停止の期間が１か月未満 ２／１００ 

指名停止の期間が１か月以上２か月未満 ３／１００ 

指名停止の期間が２か月以上３か月未満 ４／１００ 

指名停止の期間が３か月以上 ５／１００ 

 

別表３ 

 （１級技術職員（監理受講者）数×６＋１級技術職員数×５＋監理技術者補佐数×４＋基幹技能者数

×３＋２級技術職員数×２）×１／５００ 

 （注）小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 

 

別表４ 

女性技術者の人数 乗じる割合 

１人以上３人以下 ０．５／１００ 

４人以上 １／１００ 

 

別表５ 

機械・運搬具の金額 乗じる割合 

１，０００万円以上２，０００万円未満 １／１００ 

２，０００万円以上３，０００万円未満 ２／１００ 

３，０００万円以上４，０００万円未満 ３／１００ 

４，０００万円以上 ４／１００ 
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別表６ 

経営状況分析の結果に係る数値 乗じる割合 

１，０００以上１，１００未満 １／１００ 

１，１００以上 ２／１００ 

 

別表７ 

指名停止等措置および指名除外の内容 乗じる割合 

警告または注意 ２／１００ 

指名停止（除外）の期間が１か月未満 ４／１００ 

指名停止（除外）の期間が１か月以上２か月未満 ６／１００ 

指名停止（除外）の期間が２か月以上３か月未満 ８／１００ 

指名停止（除外）の期間が３か月以上１２か月未満 １０／１００ 

指名停止（除外）の期間が１２か月以上 １５／１００ 

 

別表８ 

 

別表９ 

監督処分の内容 乗じる割合 

指示 ２／１００ 

営業停止の期間が１０日未満 ４／１００ 

営業停止の期間が１０日以上３０日未満 ６／１００ 

営業停止の期間が３０日以上 ８／１００ 

許可取消し １０／１００ 

建設業従事者の人数 乗じる割合 

５人以上９人以下 ０．５／１００ 

１０人以上１４人以下 １／１００ 

１５人以上１９人以下 １．５／１００ 

２０人以上２４人以下 ２／１００ 

２５人以上２９人以下 ２．５／１００ 

３０人以上 ３／１００ 


